
やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱（令和５年１２

月４日付け５環バ第２８４号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要

綱」という。）の規定に基づき実施するやまなし有機農業産地づくり推進事業

費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、国交付等要綱、山梨

県補助金等交付規則（昭和３８年６月２０日山梨県規則第２５号。以下「規

則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国交付等要綱第４（１）に規定する（以下「補助事業」

という。）事業の円滑な実施を目的とし、これに要する経費について予算の範

囲内で補助する。 

 

（交付の対象となる経費及び補助率） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、別表のとおり

とする。 

 

（補助金交付申請書及び提出期限） 

第４条 補助金の交付を受けようとする市町村長（以下「事業実施主体」とい

う。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、別に定め

る日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて

得た額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、こ

れを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該消費

税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、審

査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、

補助金交付決定通知書（様式第２号）を事業実施主体に通知するものとする。 



（補助金の交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（別表に定める

軽微な変更は除く。）をしようとするときは、変更（中止・廃止）承認申

請書（様式第３号）を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）

承認申請書（様式第３号）を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業実施主体は、補助事業が期間内に完了することができないと見込ま

れる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、遅延届出

書（様式第４号）を提出して知事の指示を受けなければならない。 

（４）前号に該当することとなった場合において、歳出予算の繰越しを必要 

とするときは、必要事項を記載した繰越承認申請書の提出をもって前号

の届出書の提出に代えることができる。 

（５）知事は、第４条第２項の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税

額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、

適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して交付決定す

るものとする。 

（６）知事は、第４条第２項ただし書による交付申請がなされたものについて

は、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定にお

いて減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとす

る。 

２ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置は、次の各号に掲げるとおり

とする。  

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消す場合がある。  

ア 補助金を他の用途へ使用したとき 

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき 

エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき 

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係

る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずる。 

（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助

金の額につき年 10.95％の割合で計算した加算金を県に納付しなければ

ならない。 



（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき

年 10.95％の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第７条 補助金の交付は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めた場合に

は、概算払いにより交付することができる。 

２ 事業実施主体は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算

払請求書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の１２月末日現在にお

いて、遂行状況報告書（様式第６号）を作成し、当該年度の１月１５日までに

知事に提出しなければならない。ただし、概算払請求書（様式第５号）を提出

した場合は、これをもって事業遂行状況報告書に代えることができるものと

する。 

２ 知事は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るた

め必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該補助事業の遂行状

況報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 事業実施主体は、事業が完了したとき、又は事業の廃止の承認を受けた

ときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１ヵ月を

経過した日、又は補助金の交付が決定した年度の３月３１日のいずれか早い

期日までに実績報告書（様式第７号）を、知事に提出するものとする。 

２ 第４条第２項のただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、前項

の実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明

らかである場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。 

３ 第４条第２項のただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、実績

報告書を提出した後において、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、

消費税等仕入控除税額報告書（様式第８号）により速やかに知事に報告する

とともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、

補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又は消費税等仕

入控除税額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定

のあった日の翌年６月３０日までに、同様式により知事に報告しなければな

らない。 



（補助金の額の確定） 

第１０条 知事は、補助金の完了若しくは廃止に係る実績報告書の提出を受け

たときは、報告書等の審査及び必要に応じて現地調査により、当該報告に係

る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合し

ているかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、補助金額の確定通知書（様式第９号）により事業実施主体に通知するも

のとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の

返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とする。

ただし、当該補助金の返還のための予算措置につき、地方公共団体議会の議

決を必要とする場合その他やむを得ない事情により、この期限により難い場

合には、補助事業者の申請に基づき、補助金の額の確定の通知の日から９０

日以内で知事が別に定める日以内とすることができる。 

４ 第２項の場合において、返還期限内に納付がない場合には、未納に係る金額

に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合で計算した延滞

金を徴するものとする。 

 

（財産の管理等） 

第１１条 事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財

（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効

率的運用を図らなければならない。 

２ 知事は、取得財産等を処分することにより、収入がある、又はあると見込ま

れるときは、その収入の全部又は一部を山梨県に納付させることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１３条第４号の規定に基づく農林

水産大臣が定めた機械及び重要な器具は、１件当たりの取得価格又は効用の

増加価格が５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第 

１７９号）第２２条に定める財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関

係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）第５条に規定する処分

制限期間とする。 



３ 処分を制限された取得財産等については、前項の財産処分制限期間を経過

するまでは、知事の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に

反して使用し、取り壊し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはな

らない。 

４ 事業実施主体は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書

（様式第１０号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、前項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助

金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、取り壊し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過す

るまでの期間に相当する分を返還させるものとする。 

 

（補助金の経理） 

第１３条 事業実施主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分し

て補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなけ

ればならない。 

２ 事業実施主体は前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又

は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の

翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

３ 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産の処分制限期間中、前２

項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳（様式第１１号）その他関係書類

を整備保管しなければならない。 

４ 前３項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及

び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは電磁的

記録により整備及び保管することができる。 

 

（書類の提出） 

第１４条 この要綱により提出する書類は知事に提出するものとする。 

  

（その他） 

第１５条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項が

生じた場合は知事が別に定めるものとする。 

 

 

附則 

この要綱は、令和４年３月２５日から施行する。 

 



附則 

この要綱は、令和５年４月１０日から施行する。 

ただし、令和４年度までに補助金の交付の決定が行われた事業については、改

正前の要綱を適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和６年５月７日から施行する。 

ただし、令和５年度までに補助金の交付の決定が行われた事業については、改

正前の要綱を適用する。 



別表 

補助区分 補助対象経費 補助率 軽微な変更 

やまなし有機農

業産地づくり推

進事業 

① 有機農業実

施計画の策定

に係る経費 

 

② 有機農業実

施計画の実現

に向けた取組

の実践に係る

経費 

 

③ 飛躍的な拡

大産地の創出

に係る経費 

定額、２分の１以内

（国交付等要綱別

表に定める補助率

とする。） 

１ 補助対象経費

の①から③の間

において、いずれ

か 低 い 額 の ３

０％以内を増減

させる場合 

 

２ 補助事業の目

的の達成に支障

をきたさない事

業計画の細部の

変更であって、交

付決定を受けた

補助金の増減を

伴わない場合 

  



様式第１号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

 

 

事業実施主体の名称    

                         代表者職・氏名 

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付申請書 

                             

 ○○年度において、次のとおり事業を実施したいので、やまなし有機農業産地づ

くり推進事業費補助金交付要綱第４条の規定により、やまなし有機農業産地づくり

推進事業費補助金○○○円の交付を申請する。 

 

 

 

 

 添付資料 

  （１）様式Ａ 

  （２）国交付等要綱第５の２に基づく事業実施計画書 

    

    

 

 

 

（注）公印は省略しても差し支えない。 



様式Ａ 
 
Ⅰ  事業の目的 

 

Ⅱ  事業の内容及び計画 

  １  ○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金の対象となる事業の内容等 

 （１）事業費 

区   分 事  業  概  要 
総事業費 

(A) 

補助対象 

経 費 

(B)=(C)+(D)+(E) 

負  担  区  分 

備  考 補助金 

(C) 

市町村費 

(D) 

その他 

(E) 

やまなし有機農業産地

づくり推進事業 

 円 円 円   

合   計 
       

 

 

 

 

 （注）１ 「補助対象経費」「負担区分」の欄は補助率が複数ある場合は、補助率ごとに区分して記入し、補助率を備考欄に記入すること。 
    ２ 事業実施主体の自己負担額については「負担区分」の「その他」欄に記入すること。 
    ３ 備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合には「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すると

ともに、同税額を減額した場合には合計欄の備考欄に合計額（「減額した金額○○○円」）を記入すること。 
      「該当なし」の場合は、以下のうち該当するものにチェックを入れること。 
     □ 免税事業者 
     □ 簡易課税制度の適用を受ける者 
     □ 国又は地方公共団体の一般会計 
     □ 国若しくは地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人（公共法人、公益法人等）又は人格のない社団・財団であって、当該事業年度における補助金等の特定収入割合が５％

超となることが確実に見込まれるもの 
    ４ 総事業費については、補助対象経費がある場合に補助対象外経費を含んだ金額を記載、補助対象経費と同額であれば、同額を記載すること。 
    ５ その他参考となる事項を備考欄に記入すること。 
 
 
 
 
 



様式第２号（第５条関係） 

 第     号 

年  月  日 

 

事業実施主体の名称   

代表者職・氏名    殿 

 

 

山梨県知事  印 

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付決定通知書 

 

 ○○年○月○日付けで申請のあった、やまなし有機農業産地づくり推進事業費補

助金については、同補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり交付すること

に決定しました。 

 

 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業は、○○年○月○日付けで申請のあったやまな

し有機農業産地づくり推進事業とし、その内容は交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費          円 

補助金の交付決定額           円 

 

３ 補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。 

 

４ 補助事業の期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。 

 

５ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（同補助金交付要綱

別表に定める軽微な変更は除く。）をしようとするときは、変更（中止・廃止）

承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけ

ればならない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならな

い。 



（４）前号に該当することとなった場合において、歳出予算の繰越しを必要とする

ときは、必要事項を記載した繰越承認申請書の提出をもって前号の届出書の提

出に代えることができる。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事が別に定

める期間中においては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（６）第４条第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこ

と。 

 

６ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置 

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

す場合がある。 

  ア 補助金の他の用途への使用をしたとき。 

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき。 

エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき。 

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係る部分

に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

る。 

（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき

年 10.95％の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95％の割

合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

 

７ 補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され

ているか確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。 

 

８ 補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起算し

て一箇月を経過した日又は補助金の交付が決定した年度の３月３１日のいずれか

早い期日までに、補助事業の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添え

て知事に報告しなければならない。 

 

９ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して

５年間、整備保管しておかなければならない。 



様式第３号（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿  

 

 

事業実施主体の名称 

代表者職・氏名   

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金 

変更等承認申請書 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号で交付決定通知のあった事業について、次の

理由により事業計画を変更（中止・廃止）したいので、やまなし有機農業産地づ

くり推進事業費補助金交付要綱第６条の規定により、申請します。 

 

 

 

 

（注）１ 記の記載要領は、交付要綱様式第１号の記の様式に準ずるものとする。 

     この場合において、同様式中「事業の目的」を「変更の理由」と置き換え、補助金

の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分と変更後の事業の内容及び経

費の配分とを容易に比較対照できるように変更部分を二段書とし、変更前を括弧書で

上段に記載すること。 

     また、添付書類については、補助金交付申請書に添付したもののうち、変更があっ

たものに限り添付すること。（申請時以降変更がない場合は省略できる。） 

   ２ 補助金の額が増額する場合は、件名の「やまなし有機農業産地づくり推進事業費補

助金変更等承認申請書」を「やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金の変更及

び追加交付申請書」とし、本文中の「次の理由により事業計画を変更（中止・廃止）

したいので、やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要綱第６の規定によ

り、申請します。」を「次の理由により事業計画を変更したいので、やまなし有機農

業産地づくり推進事業費補助金交付要綱により、補助金○○○円を追加交付されたく

申請する。」とする。 

   ３ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、「変更等承認申請書」を

「中止（廃止）申請書」と、「変更」を「中止（廃止）」と置き換えること。 

   ４ 公印は省略しても差し支えない。 



様式第４号（第６条関係） 

第     号 

                          年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

 

 

                          事業実施主体の名称 

                        代表者職・氏名 

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金遅延届出書 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号で交付決定通知のあった事業について、次の

理由により（予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった）ため、やまなし

有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要綱第６条の規定に基づき届け出ます。 

（なお、次の事業完了予定年月日まで完了時期を延期したいので承認されたい。

（注１）） 

 

 

 

 １ 補助事業が（予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった）理由 

 

 ２ 補助事業の遂行状況 

        

区  分 

  

 

       

補助対象

経費 

 

     事 業 の 遂 行 状 況     

 

    

 

 

備 考 
○年○月○日まで

に完了したもの 

○年○月○日以降

に実施するもの  

    

事業費 

 

      

出来高比

率 

 

    

事業費 

 

 

事業完了 

予定年月

日 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

  円 

 

 

 

 

   ％ 

 

 

 

 

 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 括弧内は、完了予定の期間を変更したい場合のみ記載すること。 

２ 事業の遂行状況は、届出時点において確認されている直近の遂行状況を記載するこ

ととし、「○年○月○日以降に実施するもの」欄は、完了時期の延期を求める場合の

み記載すること。 

３ 公印は省略しても差し支えない。 



様式第５号（第７条関係） 

                              

第     号 
年  月  日 

 
山梨県知事  殿 

 
 

事業実施主体の名称 
代表者職・氏名    

 
 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金概算払請求書 
 

 ○○年○○月○○日付け○○第○○○号で交付決定通知のあった事業について、や

まなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要綱第７条の規定に基づき、概算払

の請求をする。 
 また、併せて、○○年○○月末日現在における遂行状況を次のとおり報告する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概算払請求額 金○○円 

 

２ 内訳 

補助金交付決定額 

①  

既概算払交付額 

②  

差引額 

① －②＝③ 

今回概算請求額 

③  

備考 

円 円 円 円  

 

３ 概算払い請求の理由 

 

４ 振込先 

  （１）金融機関名 

  （２）種別 当座／普通 

  （３）口座名 

（４）口座番号 

  



５ 遂行状況 

○○年○月○日現在 

 

 

区分 

 

 

 

補助 

対象

経費 

 

（Ａ） 

補助金

 

 

（Ｂ） 

既受領額 

遂行状 

況報告 

（Ｃ） 

今回請求額 

(Ａ)－((Ｂ)+(Ｃ)）

残額 

事業完

了予定

年月日 

 

 

備考 

 

 

 

 

金額 

 

 

 

出来 

高 

 

 

○年○

月末日

の出来

高 

金額 

 

 

 

○月○日 

迄予定出 

来高 

 

金額 

 

 

○月○日 

迄予定出 

来高 

 

   円   円   円   ％     ％  円     ％  円     ％   

 計              

（注）１ 「区分」の欄には、様式第１号の様式Ａの「区分」に記載された事項について記載す

ること。 

２ 下線部は、第８条第１項ただし書による場合のみ記載することとし、記載しない場合は

表中の遂行状況報告欄は空欄とすること。 

   ３ 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複 

する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称

その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 

   ４ 公印は省略しても差し支えない。 



様式第６号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事 殿  

 

 

事業実施主体の名称 

代表者職・氏名   

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金遂行状況報告書 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号で交付決定通知のあった事業について、やま

なし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要綱第８条の規定により、その遂

行状況を次のとおり報告する。 

 

 

 

区 分 総事業費 
補助対象 

経 費 

事 業 の 遂 行 状 況 

備 考 

○年○月○日までに完

了したもの 

○年○月○日以降に実

施するもの 

事業費 出来高比率 事業費 
事 業 完 了  

予定年月日 

 

 

 

 

           円 

 

 

 

      円 

 

 

 

         ％ 

 

 

 

      円 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「区分」の欄には、様式第１号の様式Ａの「区分」の欄に記載された事項について

記載すること。 

   ２ 「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額（事業の実施に伴い支払が

見込まれる額）を記載すること。 

   ３ 公印は省略しても差し支えない。 



様式第７号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

 

 

事業実施主体の名称 

代表者職・氏名   

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金実績報告書 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定通知のあった事業について、

次のとおり実施したので、やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金交付要

綱第９条の規定により、その実績を報告する。 

 なお、併せて精算額としてやまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金○○

○円の交付を請求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料 

（１）様式Ａ 

  （２）国交付等要綱第２９に基づく事業実施状況報告書 

  （３）補助金の振込先が明示された資料 

 

（注）１ 軽微な変更があった場合においては、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書

とし、変更前を括弧書で上段に記載すること。 

   ２ 添付書類については、支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補助

金調書の写しを添付し、経費以外のものは、補助金交付申請書又は変更承認申請書に

添付したもののうち、変更があったものに限り添付すること。（経費以外のものにつ

いては、申請時以降変更のない場合は省略できる。） 

また、事業実績内訳明細書を添付すること。 

   ３ 公印は省略しても差し支えない。 



様式Ａ 
 

Ⅰ  事業の目的 

 

Ⅱ  事業の内容及び実績 

  １  やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金の対象となる事業の内容等 

 （１）事業費 

区   分 事   業   概   要 
総事業費 

(A) 

補助対象 

経 費 

（B）=(C)+

(D)+(E) 

負  担  区  分 

備  考 補助金 

(C) 

市町村費 

(D) 

その他 

(E) 

やまなし有機農業産地

づくり推進事業 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

合   計 
       

 （注）１ 「事業概要」「補助対象経費」「負担区分」の欄は、補助率が複数ある場合は、補助率ごとに区分して記入し、補助率を備考欄に記入すること。 
    ２ 事業実施主体の自己負担額については「負担区分」の「その他」欄に記入すること。 
    ３ 備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合には「減額した金額○○○円 うち国費〇〇〇円」を、同税額がない場合には「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」を

それぞれ記入するとともに、同税額を減額した場合には合計欄の備考欄に合計額（「減額した金額○○○円 うち国費〇〇〇円」）を記入すること。 
    ４ 総事業費については、交付対象経費がある場合に交付対象外経費を含んだ金額を記載、交付対象経費と同額であれば、同額を記載すること。 
    ５ その他参考となる事項を備考欄に記入すること。 
 



様式第８号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事 殿 

 

 

事業実施主体の名称 

代表者職・氏名   

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金の 

消費税等仕入控除税額報告書 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号で交付決定通知のあったやまなし有機農業産

地づくり推進事業費補助金について、やまなし有機農業産地づくり推進事業費補

助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

 

 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）

第 15 条の補助金の額の確定額 

  （○○年○月○日付け○○第○○号による額の確定通知額）    

金    円 

 

２ 補助金の確定時に減額した消費税等仕入控除税額              

金    円 

 



３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入控除税額     

      金    円 

 

４ 補助金返還相当額（３の金額から２の金額を減じて得た額） 

金    円 

 
（注）記載内容の確認のため、内訳資料及び以下の資料を添付すること。（補助金事業

に要した経費に係る消費税及び地方消費税相当額の全額について、補助金相当額を
補助金の額から減額する場合は、（３）の資料を除き添付不要。）なお、事業実施
主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。 

   （１）消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 
   （２）消費税確定申告書付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 
   （３）３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる 

資料も併せて提出すること。） 
   （４）事業実施主体が消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 60 条第４項に定める法 

人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料 
   （５）公印は省略しても差し支えない。 

 
 
 
５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を

記載 
 
〔                                  〕 

（注) 消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定 
時期も記載すること。 

 
 

６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

〔                                  〕 

（注） 記載内容の確認のため、次の資料を添付すること。 
     なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付す

ること。 
   （１）免税事業者の場合は、補助金事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者

の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算
書等、売上高を確認できる資料 

   （２）新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、
事業開始日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、
免税事業者であることを確認できる資料 

   （３）簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助金事業実施年度における消費
税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

   （４）事業実施主体が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合は、同項に規
定する特定収入の割合を確認できる資料 

 



 

 

様式第９号（第１０条関係）  

番     号  

年  月  日  

 

事業実施主体の長 殿  

 

 

                       山梨県知事  印  

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金額の確定通知書  

 

○○年○○月○○日付け農技第○○○○号で交付決定したやまなし有機農業

産地づくり推進事業補助金の交付額について、やまなし有機農業産地づくり推進

事業補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり確定したので通知します。 

 

 

 

 

確定額            円  

 

概算払済み額         円  

  

精算払額           円  

 

返納額            円  

 



様式第１０号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事 殿 

 

 

事業実施主体の名称 

代表者職・氏名   

 

 

○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金財産処分承認申請書 

    

 ○○年度やまなし有機農業産地づくり推進事業費補助金に係る補助事業により

取得した財産を、次のとおり処分したいので、同補助金交付要綱第１２条の規定

により申請します。 

 

 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

 

 

 

２ 処分の内容 

 

 

 

３ 処分しようとする理由 

 

 

 

 

（注）１ その他参考となる資料を添付すること。 

   ２ 公印は省略しても差し支えない。 



様式第１１号（第１３条関係） 

 

財  産  管  理  台  帳 

 

   事業実施主体名 

 

地区名      

     地区 

 事業実施年度  

 

   年度 

 

補助金名 

 

 

 

     

事 業 の 内 容    

 工 期  

 

   経 費 の 配 分    

 

処分制限期間 

 

 処分の状況  

 

  

 摘 要 

 

 

 

     

事業主体 

     

工種構造 

施設区分 

     

施工箇所 

又  は 

設置場所 

    

事業量 

    

着 工 

年月日 

    

しゅん工 

年月日 

 

補助対象 

経費 

     

  負 担 区 分   耐用 

年数 

   

処分制 

限年月 

日 

承 認 

年月日 

 

処分の 

内 容 

 

補助金 

 

市町村費 

    

              

              

              

              

              

              

計              

  合計  

  

             

 

 （注）１ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。 

    ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。 

    ３ 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸付け先、抵当権等の設定権者の名称又は交付金返還額を記入すること。 

    ４ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。 


